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は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
五
月
二
五
日
、
側
衆
の
な
か
に
設

置
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
御
用
取
次
の
起
源
に
関
す
る
先
行
研
究
の
見
解
を
検
証
し

た
上
で
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
以
降
の
側
衆
就
任
者
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ

る
。
近
世
中
後
期
の
側
衆
就
任
者
に
関
し
て
は
、
松
平
太
郎
氏

1

、
深
井
雅
海
氏

2

の

研
究
が
あ
る
。
は
じ
め
に
、
両
氏
の
見
解
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

松
平
氏
は
、『
徳
川
実
紀
』、『
徳
川
十
五
代
史
』、『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』『
明
良

帯
録
』、『
甲
子
夜
話
』、『
職
掌
録
』、『
旧
事
諮
問
録
』、『
青
標
紙
』、『
武
鑑
』
を

典
拠
と
し
て

3

、
側
衆
の
起
源
は
、
徳
川
吉
宗
が
紀
州
藩
主
か
ら
将
軍
に
就
任
し
た

際
、
享
保
元
年
五
月
、
紀
州
藩
士
有
馬
兵
庫
頭
氏
倫
・
加
納
遠
江
守
久
通
を
幕
府

の
側
衆
に
し
て
、
と
く
に
啓
達
を
さ
せ
た
こ
と
に
源
流
が
あ
る
と
理
解
す
る
。

深
井
氏
は
、『
吏
徴
別
録
上
巻
』、『
徳
川
実
紀
』、『
柳
営
補
任
』、『
寛
政
重

修
諸
家
譜
』、『
職
掌
録
』、『
旧
事
諮
問
録
』「
柳
営
日
次
記
」、「
柳
営
録
」、「
柳

営
日
録
」、「
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
」、「
上
村
左
兵
次
正
勝
書
留
」
を
典
拠

と
し
て

4

、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
御
用
取
次
（「
御
用
掛
」）
は
、
享
保
元
年

（
一
七
一
六
）
五
月
二
五
日
に
設
置
さ
れ
た
新
し
い
役
職
で
あ
り
、
そ
の
名
称
に

関
し
て
は
、
享
保
元
年
〜
宝
暦
初
年
ま
で
は
御
用
取
次
の
こ
と
を
正
式
に
は
「
御

用
掛
」
と
公
称
し
て
お
り
、
宝
暦
初
年
以
降
、「
御
用
取
次
」
と
公
称
さ
れ
、
公

式
な
役
職
と
し
て
成
立
す
る
と
理
解
す
る
。
加
え
て
深
井
氏
は
『
柳
営
補
任
』
な

ど
の
二
次
史
料
に
基
づ
い
て
御
用
取
次
就
任
者
を
特
定
し
て
い
る
。
以
上
の
見
解

は
、
い
ず
れ
も
二
次
史
料
に
多
く
根
拠
を
求
め
て
お
り
、
間
違
い
が
多
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
①
「
御
用
掛
」
と
い
う
文
言
、
②
深
井
氏
が
御
用
取
次
と

し
た
人
物
の
就
任
記
事
を
一
次
史
料
（「
江
戸
幕
府
日
記
」）
に
絞
っ
て
検
証
し
て

み
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
使
用
す
る
「
江
戸
幕
府
日
記
」
は
、
国
立
公
文
書
館
所

蔵
「
柳
営
日
次
記
」、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
御
日
記
」
で
あ
る
。

一　

御
用
掛
の
再
検
討

深
井
氏
は
、
享
保
元
年
〜
宝
暦
初
年
ま
で
に
側
衆
就
任
者
の
一
部
に
対
し
て
使

用
さ
れ
る
「
御
用
掛
」
と
い
う
文
言
の
指
す
意
味
と
、
の
ち
に
側
衆
、
就
任
者

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

別
冊　

20
号―

1　

二
○
一
二
年
九
月

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討

―
 「

江
戸
幕
府
日
記
」
に
お
け
る
就
任
記
事
の
分
析
を
中
心
に ―

小　

林　

夕
里
子
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の
一
部
に
対
し
て
使
用
さ
れ
る
「
御
用
取
次
」
と
い
う
文
言
の
指
す
意
味
を
同
一

視
し
、「
御
用
掛
」
を
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）、
新
設
の
役
職
で
あ
る
と
理
解

す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、「
柳
営
日
次
記
」、「
御
日
記
」
に
お
け
る
貞
享
三
年

（
一
六
八
六
）
一
一
月
二
二
日
条
か
ら
検
証
し
て
み
よ
う
。

【
史
料
1
】「
柳
営
日
次
記
」
貞
享
三
年
一
一
月
二
二
日
条

御
休
息
之
間
御
移
徙
被　

遊
候
ニ
付
、
御
用
掛
江
御
祝
儀
被　

下
之
、

都
合
一
万
石　

御
加
増
千
五
百
石　

大
久
保
佐
渡
守
、
時
服
五　

柳
沢
出
羽

守
、
同
三　

富
田
大
学
、
同　

若
藤
杢
右
衛
門
、
同
弐
羽
織　

小
普
請
奉
行

組
頭　

小
菅
猪
右
衛
門
、
金
三
枚
時
服
弐
羽
織 

小
普
請
奉
行 

星
合
七
右
衛

門
、
同　

本
田
四
郎
右
衛
門
、

【
史
料
2
】「
御
日
記
」
貞
享
三
年
一
一
月
二
二
日
条

一
御
休
息
之
間
御
移
徙
ニ
付
、
御
普
請
掛
之
輩
江
御
祝
儀
被
下
之
、

御
加
増
千
五
百
石
都
合
壱
万
石　

大
久
保
佐
渡
守
、
時
服
五　

柳
沢
出
羽

守
、
時
服
三　

富
田
大
学
、
同　

若
藤
杢
右
衛
門
、
金
五
枚
・
時
服
二
羽

織　

小
菅
伊
右
衛
門
、
同　

戸
田
権
九
郎
、
金
三
枚
、

以
上
、「
御
休
息
之
間
」
が
完
成
し
、
将
軍
が
移
徙
し
た
こ
と
に
よ
り
、
普
請

の
担
当
者
に
御
祝
儀
が
振
る
舞
わ
れ
た
際
の
記
事
を
提
示
し
た
。【
史
料
1
】
に

は
、
側
衆
大
久
保
佐
渡
守
忠
高
、
小
納
戸
柳
沢
出
羽
守
吉
保
な
ど
、「
御
休
息
之

間
」
の
普
請
を
担
当
し
た
「
御
用
掛
」
の
姓
名
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。【
史
料
2
】

で
は
、「
御
用
掛
」
で
は
な
く
、「
御
普
請
掛
」
と
称
さ
れ
て
い
る
。「
御
用
掛
」

と
は
、「
御
休
息
之
間
」
を
作
る
と
き
の
「
普
請
掛
」
に
任
命
さ
れ
た
人
物
を
指

す
文
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
結
果
に
よ
れ
ば
、
将
軍

の
御
用
を
担
当
し
た
人
物
は
役
職
に
関
係
な
く
「
御
用
掛
」
と
称
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。「
御
用
掛
」
と
は
、
あ
く
ま
で
も
、
将
軍
の
何
ら
か
の
御
用

を
担
当
す
る
掛
の
こ
と
で
あ
り
、
享
保
元
年
以
降
の
側
衆
に
限
定
し
て
使
わ
れ
た

文
言
で
は
な
い
。
享
保
元
年
に
新
設
し
た
役
職
と
い
う
深
井
氏
の
見
解
は
成
り
立

た
な
い
。

二　

御
用
取
次
就
任
者
の
就
任
記
事
の
分
析

深
井
氏
は
、『
柳
営
補
佐
』
な
ど
に
基
づ
い
て
【
表
1
】
の
う
ち
、【
№
1
】
小

笠
原
、【
№
2
】
有
馬
【
№
3
】
加
納
【
№
17
】
小
笠
原
【
№
20
】
藪
、【
№
27
】

大
岡
、【
№
28
】
高
井
、【
№
29
】
松
平
、【
№
31
】
田
沼
、【
№
39
】
稲
葉
、【
№

40
】
佐
野
、【
№
41
】
水
野
、
を
御
用
取
次
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
柳
営
日
次

記
」、「
柳
営
録
」、「
柳
営
日
録
」
に
お
け
る
御
用
取
次
就
任
者
の
就
任
記
事
を
通

覧
し
、「
柳
営
録
」
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
二
月
一
五
日
、
稲
葉
正
明
就
任

記
事
の
「
御
用
取
次
」
が
初
出
で
あ
る
と
し
、「
職
掌
録
」
の
記
述
内
容
、
お
よ

び
「
植
村
左
兵
次
正
勝
書
留
」
な
ど
に
小
笠
原
、
有
馬
、
加
納
ら
が
「
御
用
掛
」

「
御
用
掛
御
側
衆
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
御
用
取
次
は
最
初
、「
御
用
掛
」
が

公
称
で
あ
り
、
宝
暦
五
年
以
降
「
御
用
取
次
」
が
公
称
と
な
っ
た
と
理
解
す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
筆
者
は
「
柳
営
日
次
記
」
の
出
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
御
日

記
」
に
よ
っ
て
、
深
井
氏
が
御
用
取
次
と
し
た
人
物
の
就
任
記
事
を
明
和
六
年

（
一
七
六
九
）
ま
で
検
証
し
て
み
た
い
。

【
表
1
】
に
よ
れ
ば
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
一
一
月
一
六
日
稲
葉
正
明
の

就
任
記
事
ま
で
は
、
深
井
氏
の
示
し
た
御
用
取
次
就
任
者
の
就
任
時
に
「
御
用
掛
」
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ま
た
は
「
御
用
取
次
」
と
い
う
文
言
は
確
認
で
き
な
い
。
で
は
、【
№
39
】
稲
葉

正
明
の
就
任
記
事
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

深
井
氏
は
、「
柳
営
録
」
宝
暦
五
年
（
一
七
五
五
）
一
二
月
一
五
日
、
稲
葉

越
中
守
正
明
の
就
任
記
事
が
「
御
用
取
次
」
の
初
出
と
す
る
。
し
か
し
、「
御
日

記
」
の
同
日
条
に
は
、「
御
側
衆
」
と
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宝
暦
十

年
（
一
七
六
〇
）
四
月
一
日
条
に
は
、「
御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之

通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小
笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲

葉
越
中
守
・
佐
野
右
兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、」
と
あ
り
、
西

丸
へ
異
動
し
て
い
る
。
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
八
月
一
四
日
条
に
は
、「
御

本
丸
御
側
衆
」
と
あ
り
、
本
丸
に
異
動
し
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
、
全
く
「
御
用
取

次
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
一
一
月
一
六

日
条
に
は
、「
御
用
御
取
次　

稲
葉
越
中
守　

於
奥
被　

仰
付
之
、」
と
あ
り
、
御

用
取
次
に
就
任
し
て
い
る
。「
御
日
記
」
に
お
け
る
「
御
用
取
次
」
の
初
出
は
こ

の
と
き
で
あ
る
。

次
に
、【
№
40
】
佐
野
茂
承
を
検
証
し
て
み
よ
う
。
宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）

九
月
二
六
日
条
、「
御
側
衆
」。
宝
暦
十
年
（
一
七
六
〇
）
四
月
一
日
条
、「
御
側

衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小
笠
原
若
狭
守
・

菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右
兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸

江
被　

召
連
候
、」。
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
八
月
四
日
条
、「
御
本
丸
御
側

衆
」。
こ
こ
ま
で
は
、
稲
葉
と
同
様
に
「
御
用
取
次
」
と
い
う
呼
称
は
な
い
。
し

か
し
、
宝
暦
六
年
「
西
丸
御
用
取
次　

西
丸
御
側
衆
佐
野
右
兵
衛
尉
」
と
あ
り
、

西
丸
御
用
取
次
に
就
任
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
結
果
に
よ
れ
ば
、「
御
日
記
」
に
お
い
て
は
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
稲
葉
越
中
守
正
明
が
本
丸
側
衆
の
と
き
に
「
御
用
取
次
」
に
命
じ
ら

れ
た
時
が
「
御
用
取
次
」
と
い
う
文
言
の
初
出
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

お
わ
り
に

深
井
氏
は
、
御
用
取
次
（「
御
用
掛
」）
は
、
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
五
月

二
五
日
、
新
設
の
役
職
で
あ
る
と
し
、
享
保
元
年
〜
宝
暦
初
年
ま
で
は
、
御
用
取

次
を
「
御
用
掛
」
と
公
称
し
て
い
た
と
理
解
す
る
。
し
か
し
、「
御
用
掛
」
と
は
、

享
保
元
年
以
降
の
側
衆
に
限
定
し
て
使
わ
れ
た
文
言
で
は
な
い
。
将
軍
の
何
ら
か

の
御
用
を
取
り
扱
う
掛
を
担
え
ば
、
役
職
に
関
係
な
く
「
御
用
掛
」
と
称
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
深
井
氏
が
御
用
取
次
と
し
た
人
物
た
ち
の
就
任
記
事

を
「
御
日
記
」
に
絞
っ
て
確
認
す
る
と
、
明
和
五
年
（
一
七
六
八
）
稲
葉
正
明
就

任
時
が
初
出
で
あ
り
、
稲
葉
よ
り
前
の
人
物
の
就
任
記
事
に
は
「
御
用
掛
」
や

「
御
用
取
次
」
と
い
う
文
言
は
確
認
で
き
な
い
。
有
馬
・
加
納
ら
が
将
軍
の
何
か

し
ら
の
御
用
を
取
り
扱
う
こ
と
で
「
御
用
掛
」
と
称
さ
れ
る
こ
と
と
、
明
和
五
年

（
一
七
六
八
）
に
稲
葉
が
「
御
日
記
」
に
お
い
て
「
御
用
取
次
」
を
命
じ
ら
れ
た

こ
と
は
全
く
別
の
こ
と
で
あ
る
。「
御
用
掛
」
と
「
御
用
取
次
」
を
簡
単
に
関
連

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
御
用
取
次
の
起
源
を
享
保
元
年
（
一
七
一
六
）
五
月

二
五
日
と
す
る
見
解
は
成
り
立
た
な
い
。

注1

　

 

松
平
太
郎
『
江
戸
時
代
制
度
の
研
究
』
武
家
制
度
研
究
会
、
一
九
一
九
年
。

　

2

　

 

深
井
雅
海
『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。
以
下
、
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本
稿
で
の
深
井
氏
の
見
解
は
こ
の
著
書
に
よ
る
。

　
3

・4

「
青
標
紙
」
は
、
大
野
広
城
著
、
天
保
十
〜
十
二
年
。『
徳
川
十
五
代
史
』
は
、

内
藤
耻
叟
著
。
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）・
二
十
六
年
刊
。『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

は
、
寛
政
年
間
（
一
七
八
九
〜
一
八
〇
一
）
に
江
戸
幕
府
が
編
修
し
た
系
譜
。「
明

良
帯
録
」
は
、
編
者
は
小
田
原
藩
士
山
県
彦
左
衛
門
、
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四
）。

「
甲
子
夜
話
」
は
、
肥
前
国
平
戸
藩
主
、
松
浦
清
の
随
筆
。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）

〜
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
に
編
纂
。「
武
鑑
」
は
、
民
間
の
書
肆
の
手
に
よ
っ

て
編
集
、
出
版
さ
れ
た
。「
職
掌
録
」
は
、
著
者
お
よ
び
著
作
年
代
不
詳
。「
吏
徴
」

は
、
幕
府
奥
右
筆
向
山
源
太
夫
著
、
弘
化
二
年
（
一
八
四
五
）。『
柳
営
補
任
』
は
、

旗
本
根
岸
衛
奮
著
、
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）
〜
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）。「
柳

営
日
次
記
」
は
、『
徳
川
実
紀
』
編
纂
時
に
作
成
。「
柳
営
録
」
は
、
私
選
史
料
。（『
国

史
大
辞
典
』）
以
下
二
点
は
同
時
代
史
料
。「
植
村
左
兵
次
正
勝
書
留
」（
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
）、「
大
岡
越
前
守
忠
相
日
記
」（
国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
）。

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

一

小
笠
原
主
膳
胤
次

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
二
・
四
・
四　
　
　
　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

二

有
馬
兵
庫
頭
氏
倫

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
一
二
・
一
二
・
二
二　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

三

加
納
角
兵
衛
久
通

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
延
享
二
・
九
・
一　
　
　
　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

四

戸
田
肥
前
守
政
峰

享
保
五
・
六
・
九
〜
元
文
四
・
二
・
二
一

御
側
衆

五

松
平
駿
河
守
信
望

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
四
・
四
・
一
〇
（
本
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

（
三
）  

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

六

松
平
内
匠
頭
乗
興

享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
七
・
二
・
二
（
二
丸
）

御
側
衆

七

高
井
飛
騨
守
清
房

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

八

土
岐
信
濃
守
朝
治

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
三
・
八
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

九

大
久
保
伊
勢
守
往
忠

享
保
一
〇
・
一
一
・
二
八
〜
元
文
四
・
五
・
二
五
（
大
納
言
付
）

大
納
言
様
御
側
衆

一
〇

安
藤
伊
勢
守
愛
定

享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
五
・
二
三

御
側
衆

一
一

土
屋
兵
部
少
輔
秀
直

（
一
）
享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
二
・
五
（
本
丸
）

（
二
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
元
文
二
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆

一
二

牧
野
播
磨
守
忠
春

享
保
一
三
・
三
・
二
五
〜
享
保
一
九
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

西
丸
御
側

一
三

渋
谷
隠
岐
守
良
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

一
四

巨
勢
縫
殿
頭
至
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

一
五

水
谷
出
羽
守
勝
英

（
一
）
享
保
一
八
・
七
・
一
〜
元
文
二
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
元
文
二
・
五
・
二
八
〜
延
享
二
・
五
・
一
四
（
竹
千
代
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
）
竹
千
代
様
御
側
衆

一
六

戸
田
土
佐
守
忠
胤

（
一
）
享
保
一
九
・
一
〇
・
二
〇
〜
延
享
二
・
九
・
一 

（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
四
（
西
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
牧
野
播
磨
守
跡

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

（
三
）
御
側
衆
戸
田
土
佐
守　
　

大
納
言
様
江
被
為　

附
候
、

一
七

小
笠
原
石
見
守
政
登

（
一
）
享
保
二
〇
・
一
〇
・
二
二
〜
延
享
一
・
四
・
一

（
二
）
延
享
一
・
四
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一　

 

　
【
御
用
取
次
？
】　

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
五
・
六
・
二
三
（
西
丸
）

（
四
）
延
享
五
・
六
・
二
三
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
大
御
所
付
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
記
事
な
し
。

（
三
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

（
四
）
加
増
の
記
事
が
あ
る
の
み
で
、
異
動
の
記
事
は
な
し
。

一
八

大
久
保
下
野
守
忠
位

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

竹
千
代
様
御
側
衆

一
九

阿
部
志
摩
守
正
府

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
六
・
一
〇
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
〇

藪
主
計
頭
忠
通

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
二
・
九　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
一

三
浦
肥
後
守
楷
次

（
一
）
元
文
二
・
八
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆　

土
屋
兵
部
少
輔
跡

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
二

水
野
丹
波
守
分
質

元
文
二
・
一
一
・
一
二
〜
宝
暦
三
・
九
・
一
八
（
竹
千
代
付
）

竹
千
代
様
御
側
衆

二
三

松
平
肥
前
守
忠
根
①

（
一
）
元
文
四
・
四
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆　

戸
田
肥
前
守
跡

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

【
表
1
】
御
用
取
次
就
任
者
の
検
証 

※  

※ 

深
井
氏
が
御
用
取
次
に
就
任
し
て
い
る
と
理
解
す
る
期
間
に
は
、【
御
用
取
次
？
】
と
し
た
。



五

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

一

小
笠
原
主
膳
胤
次

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
二
・
四
・
四　
　
　
　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

二

有
馬
兵
庫
頭
氏
倫

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
一
二
・
一
二
・
二
二　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

三

加
納
角
兵
衛
久
通

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
延
享
二
・
九
・
一　
　
　
　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

四

戸
田
肥
前
守
政
峰

享
保
五
・
六
・
九
〜
元
文
四
・
二
・
二
一

御
側
衆

五

松
平
駿
河
守
信
望

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
四
・
四
・
一
〇
（
本
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

（
三
）  

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

六

松
平
内
匠
頭
乗
興

享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
七
・
二
・
二
（
二
丸
）

御
側
衆

七

高
井
飛
騨
守
清
房

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

八

土
岐
信
濃
守
朝
治

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
三
・
八
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
大
納
言
が
本
丸
に
入
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

九

大
久
保
伊
勢
守
往
忠

享
保
一
〇
・
一
一
・
二
八
〜
元
文
四
・
五
・
二
五
（
大
納
言
付
）

大
納
言
様
御
側
衆

一
〇

安
藤
伊
勢
守
愛
定

享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
五
・
二
三

御
側
衆

一
一

土
屋
兵
部
少
輔
秀
直

（
一
）
享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
二
・
五
（
本
丸
）

（
二
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
元
文
二
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆

一
二

牧
野
播
磨
守
忠
春

享
保
一
三
・
三
・
二
五
〜
享
保
一
九
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

西
丸
御
側

一
三

渋
谷
隠
岐
守
良
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

一
四

巨
勢
縫
殿
頭
至
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

一
五

水
谷
出
羽
守
勝
英

（
一
）
享
保
一
八
・
七
・
一
〜
元
文
二
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
元
文
二
・
五
・
二
八
〜
延
享
二
・
五
・
一
四
（
竹
千
代
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
）
竹
千
代
様
御
側
衆

一
六

戸
田
土
佐
守
忠
胤

（
一
）
享
保
一
九
・
一
〇
・
二
〇
〜
延
享
二
・
九
・
一 

（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
四
（
西
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
牧
野
播
磨
守
跡

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

（
三
）
御
側
衆
戸
田
土
佐
守　
　

大
納
言
様
江
被
為　

附
候
、

一
七

小
笠
原
石
見
守
政
登

（
一
）
享
保
二
〇
・
一
〇
・
二
二
〜
延
享
一
・
四
・
一

（
二
）
延
享
一
・
四
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一　

 

　
【
御
用
取
次
？
】　

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
五
・
六
・
二
三
（
西
丸
）

（
四
）
延
享
五
・
六
・
二
三
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
大
御
所
付
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
記
事
な
し
。

（
三
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

（
四
）
加
増
の
記
事
が
あ
る
の
み
で
、
異
動
の
記
事
は
な
し
。

一
八

大
久
保
下
野
守
忠
位

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

竹
千
代
様
御
側
衆

一
九

阿
部
志
摩
守
正
府

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
六
・
一
〇
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
〇

藪
主
計
頭
忠
通

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
二
・
九　
　

 
【
御
用
取
次
？
】　

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
一

三
浦
肥
後
守
楷
次

（
一
）
元
文
二
・
八
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆　

土
屋
兵
部
少
輔
跡

（
二
） 

御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、

二
二

水
野
丹
波
守
分
質

元
文
二
・
一
一
・
一
二
〜
宝
暦
三
・
九
・
一
八
（
竹
千
代
付
）

竹
千
代
様
御
側
衆

二
三

松
平
肥
前
守
忠
根
①

（
一
）
元
文
四
・
四
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆　

戸
田
肥
前
守
跡

（
二
） 
御
側
衆
・
御
小
姓
・
御
小
納
戸
・
奥
医
師
共
、
不
残　

御
本
丸
・
西
丸

入
替
被　

仰
付
、



六

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

二
四

青
木
縫
殿
頭
直
宥

元
文
五
・
二
・
一
五
〜
延
享
四
・
九
・
二
七
（
西
丸
）

竹
千
代
様
御
側
衆
大
久
保
下
野
守
跡

二
五

松
平
采
女
正
忠
盈

延
享
二
・
五
・
一
五
〜
宝
暦
五
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

大
納
言
様
御
側
衆　

水
野
出
羽
守
跡

二
六

巨
勢
大
和
守
利
啓

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
一
五
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
七
・
四
（
本
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆

（
三
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

二
七

大
岡
出
雲
守
忠
光

延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
四
・
三
・
一　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

大
岡
出
雲
守

二
八

高
井
但
馬
守
信
房

（
一
）
延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
九 
 

【
御
用
取
次
？
】　

（
二
）
宝
暦
五
・
九
・
一
九
〜
宝
暦
六
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆

二
九

松
平
因
幡
守
康
郷

（
一
）
宝
暦
一
・
三
・
二
五
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
安
永
一
・
七
・
二
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】
（
一
）
大
納
言
様
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
〇

水
野
河
内
守
忠
富

　

御
側
衆

三
一

田
沼
主
殿
頭
意
次

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
明
和
四
・
七
・
一 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

三
二

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
安
永
四
・
二
・
一
四

御
側
衆

三
三

松
平
肥
前
守
忠
根
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
六
・
八
・
五
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
四

小
堀
土
佐
守
政
方
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
六
・
九
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
三
・
二
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆
江

三
五

菅
沼
織
部
正
定
用
①

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
）
御
側
衆
三
浦
肥
後
守
跡

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

三
六

水
上
美
濃
守
興
正
②

（
一
）
宝
暦
四
・
四
・
二
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
七

曽
我
伊
賀
守
助
有

宝
暦
五
・
七
・
二
八
〜
宝
暦
六
・
八
・
一
六

西
丸
御
側
衆

三
八

松
平
民
部
少
輔
忠
容

宝
暦
六
・
五
・
二
一
〜
宝
暦
六
・
一
〇
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
御
側
衆

三
九

稲
葉
越
中
守
正
明

（
一
） 

宝
暦
五
・
一
二
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
西
丸
）

（
三
） 

宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
五
・
一
一
・
一
六
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
四
）
明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
八
・
二
七
（
御
用
取
次
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
三
）
御
本
丸
御
側
衆

（
四
）
御
用
御
取
次　

稲
葉
越
中
守　

於
奥
被　

仰
付
之
、

四
〇

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
①
（
一
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
四
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
三
）
御
本
丸
御
側
衆

（
四
）
西
丸
御
用
取
次　

西
御
側
衆
佐
野
右
兵
衛
尉

四
一

朽
木
周
防
守
紀
綱

宝
暦
六
・
一
一
・
三
〜
明
和
三
・
五
・
六

西
丸
御
側
衆

四
二

水
野
豊
後
守
忠
友

（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
） 

宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
一
・
二
八
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
一
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

四
三

森
川
下
総
守
俊
用

宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小
笠
原
若

狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右
兵
衛
尉
、
右
者

此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

四
四

小
笠
原
上
総
介
正
方
①
（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

四
五

菅
沼
織
部
正
定
用
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
二
・
一
一
・
一
五

若
君
様
御
側
衆

四
六

水
上
美
濃
守
興
正
③

（
一
）
宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
三
・
一
〇
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
一
）
若
君
様
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
用
取
次　

西
丸
御
側
衆　

水
上
美
濃
守

四
七

小
笠
原
上
総
介
正
方
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
一
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

若
君
様
御
側
衆

四
八

大
久
保
対
馬
守
教
明

明
和
一
・
四
・
一
〜
明
和
四
・
六
・
二
七

「
欠
」

四
九

金
田
遠
江
守
正
甫

（
一
）
明
和
二
・
七
・
八
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
四
・
八
・
一
八
（
西
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆　

御
本
丸
御
側
衆
金
田
近
江
守



七

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

二
四

青
木
縫
殿
頭
直
宥

元
文
五
・
二
・
一
五
〜
延
享
四
・
九
・
二
七
（
西
丸
）

竹
千
代
様
御
側
衆
大
久
保
下
野
守
跡

二
五

松
平
采
女
正
忠
盈

延
享
二
・
五
・
一
五
〜
宝
暦
五
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

大
納
言
様
御
側
衆　

水
野
出
羽
守
跡

二
六

巨
勢
大
和
守
利
啓

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
一
五
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
七
・
四
（
本
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆

（
三
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

二
七

大
岡
出
雲
守
忠
光

延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
四
・
三
・
一　
　

 

【
御
用
取
次
？
】　

大
岡
出
雲
守

二
八

高
井
但
馬
守
信
房

（
一
）
延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
九 

 

【
御
用
取
次
？
】　

（
二
）
宝
暦
五
・
九
・
一
九
〜
宝
暦
六
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆

二
九

松
平
因
幡
守
康
郷

（
一
）
宝
暦
一
・
三
・
二
五
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
安
永
一
・
七
・
二
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】
（
一
）
大
納
言
様
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
〇

水
野
河
内
守
忠
富

　

御
側
衆

三
一

田
沼
主
殿
頭
意
次

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
明
和
四
・
七
・
一 

【
御
用
取
次
？
】　

御
側
衆

三
二

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
安
永
四
・
二
・
一
四

御
側
衆

三
三

松
平
肥
前
守
忠
根
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
六
・
八
・
五
（
本
丸
）

（
一
）
西
丸
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
四

小
堀
土
佐
守
政
方
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
六
・
九
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
三
・
二
二
（
西
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
側
衆
江

三
五

菅
沼
織
部
正
定
用
①

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
）
御
側
衆
三
浦
肥
後
守
跡

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

三
六

水
上
美
濃
守
興
正
②

（
一
）
宝
暦
四
・
四
・
二
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

三
七

曽
我
伊
賀
守
助
有

宝
暦
五
・
七
・
二
八
〜
宝
暦
六
・
八
・
一
六

西
丸
御
側
衆

三
八

松
平
民
部
少
輔
忠
容

宝
暦
六
・
五
・
二
一
〜
宝
暦
六
・
一
〇
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
御
側
衆

三
九

稲
葉
越
中
守
正
明

（
一
） 

宝
暦
五
・
一
二
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
西
丸
）

（
三
） 

宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
五
・
一
一
・
一
六
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
四
）
明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
八
・
二
七
（
御
用
取
次
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
三
）
御
本
丸
御
側
衆

（
四
）
御
用
御
取
次　

稲
葉
越
中
守　

於
奥
被　

仰
付
之
、

四
〇

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
①
（
一
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
四
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
一
）
御
側
衆

（
二
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
三
）
御
本
丸
御
側
衆

（
四
）
西
丸
御
用
取
次　

西
御
側
衆
佐
野
右
兵
衛
尉

四
一

朽
木
周
防
守
紀
綱

宝
暦
六
・
一
一
・
三
〜
明
和
三
・
五
・
六

西
丸
御
側
衆

四
二

水
野
豊
後
守
忠
友

（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
） 

宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
一
・
二
八
（
本
丸
）【
御
用
取
次
？
】

（
一
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

四
三

森
川
下
総
守
俊
用

宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小
笠
原
若

狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右
兵
衛
尉
、
右
者

此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

四
四

小
笠
原
上
総
介
正
方
①
（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
一
） 

御
側
衆
田
沼
主
殿
頭
、
右
者
只
今
迄
之
通　

御
本
丸
可
相
勤
候
、
同
小

笠
原
若
狭
守
・
菅
沼
織
部
正
・
水
上
美
濃
守
・
稲
葉
越
中
守
・
佐
野
右

兵
衛
尉
、
右
者
此
度
西
丸
江
被　

召
連
候
、

（
二
）「
御
移
徙
」
が
あ
る
の
で
、
異
動
の
可
能
性
あ
り
。

四
五

菅
沼
織
部
正
定
用
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
二
・
一
一
・
一
五

若
君
様
御
側
衆

四
六

水
上
美
濃
守
興
正
③

（
一
）
宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
三
・
一
〇
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
一
）
若
君
様
御
側
衆

（
二
）
西
丸
御
用
取
次　

西
丸
御
側
衆　

水
上
美
濃
守

四
七

小
笠
原
上
総
介
正
方
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
一
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

若
君
様
御
側
衆

四
八

大
久
保
対
馬
守
教
明

明
和
一
・
四
・
一
〜
明
和
四
・
六
・
二
七

「
欠
」

四
九

金
田
遠
江
守
正
甫

（
一
）
明
和
二
・
七
・
八
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
四
・
八
・
一
八
（
西
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆　

御
本
丸
御
側
衆
金
田
近
江
守



八

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

五
〇

大
久
保
下
野
守
忠
恕

（
一
）
明
和
二
・
一
一
・
一
五
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆

五
一

巨
勢
日
向
守
至
忠

明
和
三
・
五
・
一
〇
〜
安
永
七
・
一
二
・
一
九

御
側　

朽
木
大
隅
守
跡　

御
書
院
番
頭　

巨
勢
日
向
守

五
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
①

明
和
四
・
七
・
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
御
側
衆　

大
久
保
対
馬
守
跡　

西
丸
御
書
院
番
頭

五
三

水
野
山
城
守
政
勝

明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
一
〇
・
二
四

御
側
衆
水
野
豊
後
守
跡　

御
書
院
番
頭　

水
野
山
城
守

こ
の
表
は
、
深
井
雅
海
「
徳
川
幕
府
御
側
御
用
取
次
の
基
礎
的
考
察
」『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。）
に
お
け
る
御
側
御
用
取
次
就
任
者
、
お
よ
び
『
柳

営
補
任
』
に
お
け
る
側
衆
就
任
者
の
就
任
日
の
記
事
を
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
御
日
記
」
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

※ 

深
井
氏
が
御
用
取
次
に
就
任
し
て
い
る
と
理
解
す
る
期
間
に
は
、【
御
用
取
次
？
】
と
し
た
。

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

一

小
笠
原
肥
前
守
胤
次

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
二
・
四
・
四

紀
州
藩
士

辞

二

有
馬
兵
庫
頭
氏
倫

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
一
二
・
一
二
・
二
二

紀
州
藩
士

卒

三

加
納
遠
江
守
久
通

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
延
享
二
・
九
・
一

紀
州
藩
士

若
年
寄

四

戸
田
肥
前
守
政
峰

享
保
五
・
六
・
九
〜
元
文
四
・
二
・
二
一

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五

松
平
駿
河
守
信
望

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
四
・
四
・
一
〇
（
本
丸
）　

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六

松
平
内
匠
頭
乗
興

享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
七
・
二
・
二
（
二
丸
）

書
院
番
頭

寄
合

七

高
井
飛
騨
守
清
房

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

書
院
番
頭
格

卒

八

土
岐
信
濃
守
朝
治

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
三
・
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

九

大
久
保
伊
勢
守
往
忠

享
保
一
〇
・
一
一
・
二
八
〜
元
文
四
・
五
・
二
五
（
大
納
言
付
）

西
丸
小
姓

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇

安
藤
伊
勢
守
愛
定

享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
五
・
二
三

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
一

土
屋
兵
部
少
輔
秀
直

（
一
）
享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
二
・
五
（
西
丸
）

（
二
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
元
文
二
・
七
・
二
九
（
本
丸
） 

小
姓
組
番
頭

辞

一
二

牧
野
播
磨
守
忠
春

享
保
一
三
・
三
・
二
五
〜
享
保
一
九
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

辞

一
三

渋
谷
隠
岐
守
良
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四

巨
勢
縫
殿
頭
至
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

小
納
戸

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五

水
谷
出
羽
守
勝
英

（
一
）
享
保
一
八
・
七
・
一
〜
元
文
二
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
元
文
二
・
五
・
二
八
〜
延
享
二
・
五
・
一
四
（
竹
千
代
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六

戸
田
土
佐
守
忠
胤

（
一
）
享
保
一
九
・
一
〇
・
二
〇
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
四
（
西
丸
）

書
院
番
頭

辞

一
七

小
笠
原
石
見
守
政
登

（
一
）
享
保
二
〇
・
一
〇
・
二
二
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
五
・
六
・
二
三
（
西
丸
）

（
四
）
延
享
五
・
六
・
二
三
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
大
御
所
付
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
八

大
久
保
下
野
守
忠
位

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
九

阿
部
志
摩
守
正
府

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
六
・
一
〇
（
本
丸
）

書
院
番
頭

卒

二
〇

藪
主
計
頭
忠
通

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
二
・
九
（
本
丸
）

西
丸
小
納
戸

辞

二
一

三
浦
肥
後
守
楷
次

（
一
）
元
文
二
・
八
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

書
院
番
頭

辞

二
二

水
野
丹
波
守
分
質

元
文
二
・
一
一
・
一
二
〜
宝
暦
三
・
九
・
一
八
（
竹
千
代
付
）

書
院
番
頭

卒

二
三

松
平
肥
前
守
忠
根
①

（
一
）
元
文
四
・
四
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

二
四

青
木
縫
殿
頭
直
宥

元
文
五
・
二
・
一
五
〜
延
享
四
・
九
・
二
七
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

二
五

松
平
采
女
正
忠
盈

延
享
二
・
五
・
一
五
〜
宝
暦
五
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

書
院
番
頭

卒

【
表
2
】
側
衆
就
任
者
一
覧



九

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

就
任
記
事

五
〇

大
久
保
下
野
守
忠
恕

（
一
）
明
和
二
・
一
一
・
一
五
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

（
一
）「
欠
」

（
二
）
西
丸
御
側
衆

五
一

巨
勢
日
向
守
至
忠

明
和
三
・
五
・
一
〇
〜
安
永
七
・
一
二
・
一
九

御
側　

朽
木
大
隅
守
跡　

御
書
院
番
頭　

巨
勢
日
向
守

五
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
①

明
和
四
・
七
・
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
御
側
衆　

大
久
保
対
馬
守
跡　

西
丸
御
書
院
番
頭

五
三

水
野
山
城
守
政
勝

明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
一
〇
・
二
四

御
側
衆
水
野
豊
後
守
跡　

御
書
院
番
頭　

水
野
山
城
守

こ
の
表
は
、
深
井
雅
海
「
徳
川
幕
府
御
側
御
用
取
次
の
基
礎
的
考
察
」『
徳
川
将
軍
政
治
権
力
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
。）
に
お
け
る
御
側
御
用
取
次
就
任
者
、
お
よ
び
『
柳

営
補
任
』
に
お
け
る
側
衆
就
任
者
の
就
任
日
の
記
事
を
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
御
日
記
」
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

※ 

深
井
氏
が
御
用
取
次
に
就
任
し
て
い
る
と
理
解
す
る
期
間
に
は
、【
御
用
取
次
？
】
と
し
た
。

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

一

小
笠
原
肥
前
守
胤
次

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
二
・
四
・
四

紀
州
藩
士

辞

二

有
馬
兵
庫
頭
氏
倫

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
享
保
一
二
・
一
二
・
二
二

紀
州
藩
士

卒

三

加
納
遠
江
守
久
通

享
保
一
・
五
・
二
五
〜
延
享
二
・
九
・
一

紀
州
藩
士

若
年
寄

四

戸
田
肥
前
守
政
峰

享
保
五
・
六
・
九
〜
元
文
四
・
二
・
二
一

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五

松
平
駿
河
守
信
望

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
四
・
四
・
一
〇
（
本
丸
）　

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六

松
平
内
匠
頭
乗
興

享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
七
・
二
・
二
（
二
丸
）

書
院
番
頭

寄
合

七

高
井
飛
騨
守
清
房

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

書
院
番
頭
格

卒

八

土
岐
信
濃
守
朝
治

（
一
）
享
保
九
・
一
一
・
一
五
〜
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
（
二
丸
）

（
二
）
享
保
一
〇
・
六
・
一
九
〜
享
保
一
八
・
三
・
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

九

大
久
保
伊
勢
守
往
忠

享
保
一
〇
・
一
一
・
二
八
〜
元
文
四
・
五
・
二
五
（
大
納
言
付
）

西
丸
小
姓

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇

安
藤
伊
勢
守
愛
定

享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
五
・
二
三

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
一

土
屋
兵
部
少
輔
秀
直

（
一
）
享
保
一
一
・
一
・
一
一
〜
享
保
一
七
・
二
・
五
（
西
丸
）

（
二
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
元
文
二
・
七
・
二
九
（
本
丸
） 

小
姓
組
番
頭

辞

一
二

牧
野
播
磨
守
忠
春

享
保
一
三
・
三
・
二
五
〜
享
保
一
九
・
七
・
二
九
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

辞

一
三

渋
谷
隠
岐
守
良
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四

巨
勢
縫
殿
頭
至
信

（
一
）
享
保
一
七
・
二
・
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

小
納
戸

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五

水
谷
出
羽
守
勝
英

（
一
）
享
保
一
八
・
七
・
一
〜
元
文
二
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
元
文
二
・
五
・
二
八
〜
延
享
二
・
五
・
一
四
（
竹
千
代
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六

戸
田
土
佐
守
忠
胤

（
一
）
享
保
一
九
・
一
〇
・
二
〇
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
三
・
一
〇
・
一
二
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
四
（
西
丸
）

書
院
番
頭

辞

一
七

小
笠
原
石
見
守
政
登

（
一
）
享
保
二
〇
・
一
〇
・
二
二
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
三
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
延
享
五
・
六
・
二
三
（
西
丸
）

（
四
）
延
享
五
・
六
・
二
三
〜
寛
延
四
・
七
・
一
二
（
大
御
所
付
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
八

大
久
保
下
野
守
忠
位

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
九

阿
部
志
摩
守
正
府

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
六
・
一
〇
（
本
丸
）

書
院
番
頭

卒

二
〇

藪
主
計
頭
忠
通

（
一
）
元
文
二
・
六
・
一
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
寛
延
二
・
二
・
九
（
本
丸
）

西
丸
小
納
戸

辞

二
一

三
浦
肥
後
守
楷
次

（
一
）
元
文
二
・
八
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
一
〇
・
一
二
（
本
丸
）

書
院
番
頭

辞

二
二

水
野
丹
波
守
分
質

元
文
二
・
一
一
・
一
二
〜
宝
暦
三
・
九
・
一
八
（
竹
千
代
付
）

書
院
番
頭

卒

二
三

松
平
肥
前
守
忠
根
①

（
一
）
元
文
四
・
四
・
一
五
〜
延
享
二
・
九
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
延
享
二
・
九
・
一
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
二
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

二
四

青
木
縫
殿
頭
直
宥

元
文
五
・
二
・
一
五
〜
延
享
四
・
九
・
二
七
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

二
五

松
平
采
女
正
忠
盈

延
享
二
・
五
・
一
五
〜
宝
暦
五
・
七
・
二
〇
（
西
丸
）

書
院
番
頭

卒



一
〇

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

二
六

巨
勢
大
和
守
利
啓

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
一
五
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
七
・
四
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

卒

二
七

大
岡
出
雲
守
忠
光

延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
四
・
三
・
一

小
姓
組
番
頭

若
年
寄

二
八

高
井
但
馬
守
信
房

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
五
・
九
・
一
九
〜
宝
暦
六
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

二
九

松
平
因
幡
守
康
郷

（
一
）
宝
暦
一
・
三
・
二
五
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
安
永
一
・
七
・
二
（
本
丸
）

駿
府
城
代

辞

三
〇

水
野
河
内
守
忠
富

寛
延
二
・
六
・
二
五
〜
宝
暦
八
・
九
・
二
二

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

三
一

田
沼
主
殿
頭
意
次

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
明
和
四
・
七
・
一

小
姓
組
番
頭

側
用
人

三
二

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
安
永
四
・
二
・
一
四

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

三
三

松
平
肥
前
守
忠
根
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
六
・
八
・
五
（
本
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

菊
之
間
縁
頬
詰

三
四

小
堀
土
佐
守
政
方

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
六
・
九
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
三
・
二
二
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

寺
社
奉
行

三
五

菅
沼
織
部
正
定
用
①

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

伏
見
奉
行

辞

三
六

水
上
美
濃
守
興
正

（
一
）
宝
暦
四
・
四
・
二
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

三
七

曽
我
伊
賀
守
助
有

宝
暦
五
・
七
・
二
八
〜
宝
暦
六
・
八
・
一
六

書
院
番
頭

辞

三
八

松
平
民
部
少
輔
忠
容

宝
暦
六
・
五
・
二
一
〜
宝
暦
六
・
一
〇
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

三
九

稲
葉
越
中
守
正
明

（
一
）
宝
暦
五
・
一
二
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
五
・
一
一
・
一
六
（
本
丸
）

（
四
）
明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
八
・
二
七
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

四
〇

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
①
（
一
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
四
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
御
用
取
次
）

火
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
一

朽
木
周
防
守
紀
綱

宝
暦
六
・
一
一
・
三
〜
明
和
三
・
五
・
六

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
二

水
野
豊
後
守
忠
友

（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
一
・
二
八
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

若
年
寄

四
三

森
川
下
総
守
俊
用

宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
四

小
笠
原
上
総
介
正
方
①
（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
五

菅
沼
織
部
正
定
用
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
二
・
一
一
・
一
五

交
代
寄
合

駿
府
城
代

四
六

水
上
美
濃
守
興
正
③

（
一
）
宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
三
・
一
〇
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

四
七

小
笠
原
上
総
介
正
方
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
一
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

四
八

大
久
保
対
馬
守
教
明

明
和
一
・
四
・
一
〜
明
和
四
・
六
・
二
七

留
守
居

卒

四
九

金
田
遠
江
守
正
甫

（
一
）
明
和
二
・
七
・
八
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
四
・
八
・
一
八
（
西
丸
）

大
番

菊
之
間
縁
頬
詰

五
〇

大
久
保
下
野
守
忠
恕

（
一
）
明
和
二
・
一
一
・
一
五
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
一

巨
勢
日
向
守
至
忠

明
和
三
・
五
・
一
〇
〜
安
永
七
・
一
二
・
一
九

書
院
番
頭

卒

五
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
①

明
和
四
・
七
・
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
三

水
野
山
城
守
政
勝

明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
一
〇
・
二
四

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
四

本
堂
伊
豆
守
親
房

明
和
六
・
五
・
一
五
〜
明
和
六
・
五
・
一
五
（
西
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
五

津
田
日
向
守
信
之

明
和
六
・
一
〇
・
一
七
〜
天
明
六
・
一
二
・
一

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
六

白
須
甲
斐
守
政
賢

明
和
六
・
一
〇
・
一
七
〜
安
永
二
・
七
・
一
二
（
御
用
取
次
）

新
番
頭
格

卒

五
七

横
田
筑
後
守
準
松

安
永
二
・
七
・
一
八
〜
天
明
七
・
五
・
二
九
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰



一
一

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

二
六

巨
勢
大
和
守
利
啓

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
一
五
〜
宝
暦
一
・
七
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
七
・
四
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

卒

二
七

大
岡
出
雲
守
忠
光

延
享
三
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
四
・
三
・
一

小
姓
組
番
頭

若
年
寄

二
八

高
井
但
馬
守
信
房

（
一
）
延
享
二
・
一
〇
・
二
五
〜
宝
暦
五
・
九
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
五
・
九
・
一
九
〜
宝
暦
六
・
五
・
二
八
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

二
九

松
平
因
幡
守
康
郷

（
一
）
宝
暦
一
・
三
・
二
五
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
安
永
一
・
七
・
二
（
本
丸
）

駿
府
城
代

辞

三
〇

水
野
河
内
守
忠
富

寛
延
二
・
六
・
二
五
〜
宝
暦
八
・
九
・
二
二

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

三
一

田
沼
主
殿
頭
意
次

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
明
和
四
・
七
・
一

小
姓
組
番
頭

側
用
人

三
二

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
安
永
四
・
二
・
一
四

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

三
三

松
平
肥
前
守
忠
根
②

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
六
・
八
・
五
（
本
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

菊
之
間
縁
頬
詰

三
四

小
堀
土
佐
守
政
方

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
八
〜
宝
暦
六
・
九
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
三
・
二
二
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

寺
社
奉
行

三
五

菅
沼
織
部
正
定
用
①

（
一
）
宝
暦
一
・
七
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

伏
見
奉
行

辞

三
六

水
上
美
濃
守
興
正

（
一
）
宝
暦
四
・
四
・
二
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

三
七

曽
我
伊
賀
守
助
有

宝
暦
五
・
七
・
二
八
〜
宝
暦
六
・
八
・
一
六

書
院
番
頭

辞

三
八

松
平
民
部
少
輔
忠
容

宝
暦
六
・
五
・
二
一
〜
宝
暦
六
・
一
〇
・
一
八
（
西
丸
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

三
九

稲
葉
越
中
守
正
明

（
一
）
宝
暦
五
・
一
二
・
一
五
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
西
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
五
・
一
一
・
一
六
（
本
丸
）

（
四
）
明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
八
・
二
七
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

四
〇

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
①
（
一
）
宝
暦
六
・
九
・
二
六
〜
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

（
三
）
宝
暦
一
一
・
八
・
四
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
四
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
御
用
取
次
）

火
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
一

朽
木
周
防
守
紀
綱

宝
暦
六
・
一
一
・
三
〜
明
和
三
・
五
・
六

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
二

水
野
豊
後
守
忠
友

（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
西
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
明
和
二
・
一
・
二
八
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

若
年
寄

四
三

森
川
下
総
守
俊
用

宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
四

小
笠
原
上
総
介
正
方
①
（
一
）
宝
暦
一
〇
・
四
・
一
〜
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
（
本
丸
）

（
二
）
宝
暦
一
〇
・
五
・
一
三
〜
宝
暦
一
一
・
八
・
四
（
二
丸
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

四
五

菅
沼
織
部
正
定
用
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
二
・
一
一
・
一
五

交
代
寄
合

駿
府
城
代

四
六

水
上
美
濃
守
興
正
③

（
一
）
宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
三
・
一
〇
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

四
七

小
笠
原
上
総
介
正
方
②

宝
暦
一
二
・
一
一
・
一
〜
明
和
一
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

四
八

大
久
保
対
馬
守
教
明

明
和
一
・
四
・
一
〜
明
和
四
・
六
・
二
七

留
守
居

卒

四
九

金
田
遠
江
守
正
甫

（
一
）
明
和
二
・
七
・
八
〜
明
和
六
・
九
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
四
・
八
・
一
八
（
西
丸
）

大
番

菊
之
間
縁
頬
詰

五
〇

大
久
保
下
野
守
忠
恕

（
一
）
明
和
二
・
一
一
・
一
五
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

（
二
）
明
和
六
・
九
・
一
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
一

巨
勢
日
向
守
至
忠

明
和
三
・
五
・
一
〇
〜
安
永
七
・
一
二
・
一
九

書
院
番
頭

卒

五
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
①

明
和
四
・
七
・
一
〜
安
永
八
・
四
・
一
八
（
西
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
三

水
野
山
城
守
政
勝

明
和
五
・
一
一
・
一
六
〜
天
明
六
・
一
〇
・
二
四

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
四

本
堂
伊
豆
守
親
房

明
和
六
・
五
・
一
五
〜
明
和
六
・
五
・
一
五
（
西
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
五

津
田
日
向
守
信
之

明
和
六
・
一
〇
・
一
七
〜
天
明
六
・
一
二
・
一

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

五
六

白
須
甲
斐
守
政
賢

明
和
六
・
一
〇
・
一
七
〜
安
永
二
・
七
・
一
二
（
御
用
取
次
）

新
番
頭
格

卒

五
七

横
田
筑
後
守
準
松

安
永
二
・
七
・
一
八
〜
天
明
七
・
五
・
二
九
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰



一
二

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

五
八

松
平
因
幡
守
康
真

（
一
）
安
永
四
・
二
・
二
一
〜
天
明
一
・
閏
五
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
寛
政
二
・
六
・
二
八
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

五
九

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

天
明
二
・
四
・
二
三
〜
安
永
四
・
二
・
一
四
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

六
〇

松
平
図
書
頭
忠
寄

明
和
七
・
一
二
・
二
六
〜
天
明
四
・
一
〇
・
八
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

六
一

高
井
兵
部
少
輔
綽
房

天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
天
明
八
・
三
・
二
一

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
②

天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
天
明
四
・
九
・
二
〇
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

六
三

稲
葉
紀
伊
守
正
邑

天
明
元
年
五
・
一
一
〜
天
明
三
・
一
一
・
二
一

大
番
頭

卒

六
四

小
堀
下
総
守
政
明

（
一
）
天
明
一
・
一
二
・
二
四
〜
天
明
六
・
閏
一
〇
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
天
明
六
・
閏
一
〇
・
一
〜
寛
政
二
・
一
二
・
二
七
（
本
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

辞

六
五

本
郷
伊
勢
守
康
行

（
一
）
天
明
二
・
四
・
二
八
〜
天
明
七
・
五
・
二
四
（
御
用
取
次
）

（
二
）
天
明
七
・
五
・
二
四
〜
文
化
五
・
五
・
一
八

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

六
六

田
沼
能
登
守
意
致

（
一
）
天
明
二
・
四
・
二
三
〜
天
明
六
・
閏
一
〇
・
四
（
西
丸
側
衆
）

（
二
）
天
明
六
・
閏
一
〇
・
四
〜
天
明
七
・
五
・
二
八
（
本
丸
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰
↓
大
番
頭

六
七

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
②

天
明
三
・
一
二
・
一
〜
天
明
六
・
九
・
七
（
西
丸
）

留
守
居

卒

六
八

大
久
保
下
野
守
忠
恕

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六
九

杉
浦
出
雲
守
正
勝
①

天
明
四
・
一
〇
・
一
〜
寛
政
四
・
一
二
・
二
九

大
番
頭

寄
合

七
〇

西
郷
若
狭
守
員
總

天
明
六
・
四
・
一
五
〜
寛
政
三
・
五
・
八

大
番
頭

卒

七
一

加
納
遠
江
守
久
周

天
明
七
・
六
・
二
六
〜
寛
政
九
・
閏
七
・
四
（
御
用
取
次
）

大
番
頭

　

七
二

平
岡
美
濃
守
頼
長

寛
政
三
・
二
・
二
八
〜
文
化
一
三
・
八
・
二
九
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

七
三

林
肥
後
守
忠
篤

（
一
）
寛
政
三
・
五
・
一
三
〜
寛
政
四
・
七
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
四
・
七
・
一
九
〜
寛
政
五
・
三
・
？
（
若
君
付
）

（
三
）
寛
政
五
・
三
・
？
〜
寛
政
五
・
九
・
？
（
本
丸
）

（
四
）
寛
政
五
・
九
・
？
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
若
君
付
）

（
五
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
八
・
四
・
七
（
本
丸
）

一
橋
家
老

卒

七
四

酒
井
隠
岐
守
忠
美

（
一
）
寛
政
三
・
一
一
・
二
二
〜
寛
政
四
・
七
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
四
・
七
・
一
九
〜
寛
政
四
・
九
・
一
九
（
若
君
付
）

（
三
）
寛
政
四
・
九
・
一
九
〜
寛
政
一
〇
・
一
〇
・
二
九
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
五

岡
部
出
羽
守
長
貴

（
一
）
寛
政
四
・
一
二
・
一
二
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
八
・
五
・
二
〇
（
西
丸
）

（
三
）
寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
文
化
八
・
四
・
二
六
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
六

白
須
甲
斐
守
政
雍

（
一
）
寛
政
六
・
七
・
二
四
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
九
・
四
・
四
（
西
丸
）

（
三
）
寛
政
九
・
四
・
四
〜
文
化
一
三
・
九
・
二
二
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
七

高
井
主
膳
正
清
寅

寛
政
七
・
三
・
一
五
〜
文
化
一
四
・
五
・
二
八
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

七
八

北
条
安
房
守
氏
興

（
一
）
寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
寛
政
九
・
四
・
二
一
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
九
・
四
・
二
一
〜
寛
政
九
・
一
〇
・
晦
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

七
九

曽
我
伊
賀
守
助
簉

寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
文
化
六
・
二
・
一
三

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

八
〇

蜷
川
相
模
守
親
文

（
一
）
寛
政
八
・
一
一
・
一
〇
〜
寛
政
九
・
四
・
二
一
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
九
・
四
・
二
一
〜
文
政
一
〇
・
四
・
九
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

八
一

藤
堂
肥
後
守
良
峯

寛
政
九
・
四
・
四
〜
享
和
二
・
四
・
二
五
（
西
丸
）

大
番
頭

卒

八
二

岩
本
内
膳
正
正
利

寛
政
九
・
四
・
一
五
〜
文
化
三
・
八
・
二
四
（
西
丸
）

留
守
居

卒

八
三

松
平
下
野
守
康
道

寛
政
九
・
一
一
・
九
〜
寛
政
一
二
・
一
〇
・
一
六
（
西
丸
）

大
番
頭

卒

八
四

大
久
保
豊
前
守
忠
温

寛
政
一
〇
・
一
〇
・
一
二
〜
文
化
七
・
六
・
一
七

書
院
番
頭

辞

八
五

松
平
但
馬
守
喜
正

寛
政
一
二
・
一
一
・
二
八
〜
文
化
五
・
二
・
三

伏
見
奉
行

卒

八
六

杉
浦
丹
波
守
正
勝
②

享
和
二
・
五
・
一
九
〜
文
化
三
・
六
・
？

駿
府
城
代

卒

八
七

酒
井
因
幡
守
忠
敬

文
化
一
・
三
・
二
四
〜
文
化
一
一
・
六
・
二
四

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

八
八

林
肥
後
守
忠
英

文
化
一
・
一
二
・
一
〜
文
化
八
・
四
・
二
三
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

八
九

菅
沼
伊
賀
守
定
候

（
一
）
文
化
三
・
六
・
八
〜
文
化
七
・
六
・
二
四
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
七
・
六
・
二
四
〜
文
政
一
・
一
一
・
二
一
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

九
〇

永
見
伊
予
守
為
貞

文
化
五
・
二
・
八
〜
文
政
三
・
一
・
二
二

留
守
居

卒

九
一

巨
勢
日
向
守
利
和

（
一
）
文
化
六
・
二
・
二
八
〜
文
化
八
・
五
・
六
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
八
・
五
・
六
〜
文
政
八
・
三
・
二
七
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

九
二

松
平
伊
勢
守
近
言

文
化
六
・
一
一
・
一
二
〜
文
化
一
三
・
一
〇
・
二
二
（
西
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

九
三

佐
野
肥
前
守
義
行

文
化
七
・
六
・
二
四
〜
文
政
一
二
・
一
二
・
四
（
西
丸
）

大
番
頭

卒
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世
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期
江
戸
幕
府
側
衆
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討
（
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№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

五
八

松
平
因
幡
守
康
真

（
一
）
安
永
四
・
二
・
二
一
〜
天
明
一
・
閏
五
・
一
一
（
本
丸
）

（
二
）
天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
寛
政
二
・
六
・
二
八
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

五
九

小
笠
原
若
狭
守
信
喜

天
明
二
・
四
・
二
三
〜
安
永
四
・
二
・
一
四
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

六
〇

松
平
図
書
頭
忠
寄

明
和
七
・
一
二
・
二
六
〜
天
明
四
・
一
〇
・
八
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

六
一

高
井
兵
部
少
輔
綽
房

天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
天
明
八
・
三
・
二
一

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六
二

大
久
保
志
摩
守
忠
翰
②

天
明
一
・
閏
五
・
一
一
〜
天
明
四
・
九
・
二
〇
（
西
丸
）

菊
之
間
縁
頬
詰

卒

六
三

稲
葉
紀
伊
守
正
邑

天
明
元
年
五
・
一
一
〜
天
明
三
・
一
一
・
二
一

大
番
頭

卒

六
四

小
堀
下
総
守
政
明

（
一
）
天
明
一
・
一
二
・
二
四
〜
天
明
六
・
閏
一
〇
・
一
（
西
丸
）

（
二
）
天
明
六
・
閏
一
〇
・
一
〜
寛
政
二
・
一
二
・
二
七
（
本
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

辞

六
五

本
郷
伊
勢
守
康
行

（
一
）
天
明
二
・
四
・
二
八
〜
天
明
七
・
五
・
二
四
（
御
用
取
次
）

（
二
）
天
明
七
・
五
・
二
四
〜
文
化
五
・
五
・
一
八

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

六
六

田
沼
能
登
守
意
致

（
一
）
天
明
二
・
四
・
二
三
〜
天
明
六
・
閏
一
〇
・
四
（
西
丸
側
衆
）

（
二
）
天
明
六
・
閏
一
〇
・
四
〜
天
明
七
・
五
・
二
八
（
本
丸
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰
↓
大
番
頭

六
七

佐
野
右
兵
衛
尉
茂
承
②

天
明
三
・
一
二
・
一
〜
天
明
六
・
九
・
七
（
西
丸
）

留
守
居

卒

六
八

大
久
保
下
野
守
忠
恕

元
文
二
・
五
・
二
八
〜
元
文
五
・
二
・
一
一
（
竹
千
代
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

六
九

杉
浦
出
雲
守
正
勝
①

天
明
四
・
一
〇
・
一
〜
寛
政
四
・
一
二
・
二
九

大
番
頭

寄
合

七
〇

西
郷
若
狭
守
員
總

天
明
六
・
四
・
一
五
〜
寛
政
三
・
五
・
八

大
番
頭

卒

七
一

加
納
遠
江
守
久
周

天
明
七
・
六
・
二
六
〜
寛
政
九
・
閏
七
・
四
（
御
用
取
次
）

大
番
頭

　

七
二

平
岡
美
濃
守
頼
長

寛
政
三
・
二
・
二
八
〜
文
化
一
三
・
八
・
二
九
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

七
三

林
肥
後
守
忠
篤

（
一
）
寛
政
三
・
五
・
一
三
〜
寛
政
四
・
七
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
四
・
七
・
一
九
〜
寛
政
五
・
三
・
？
（
若
君
付
）

（
三
）
寛
政
五
・
三
・
？
〜
寛
政
五
・
九
・
？
（
本
丸
）

（
四
）
寛
政
五
・
九
・
？
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
若
君
付
）

（
五
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
八
・
四
・
七
（
本
丸
）

一
橋
家
老

卒

七
四

酒
井
隠
岐
守
忠
美

（
一
）
寛
政
三
・
一
一
・
二
二
〜
寛
政
四
・
七
・
一
九
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
四
・
七
・
一
九
〜
寛
政
四
・
九
・
一
九
（
若
君
付
）

（
三
）
寛
政
四
・
九
・
一
九
〜
寛
政
一
〇
・
一
〇
・
二
九
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
五

岡
部
出
羽
守
長
貴

（
一
）
寛
政
四
・
一
二
・
一
二
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
八
・
五
・
二
〇
（
西
丸
）

（
三
）
寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
文
化
八
・
四
・
二
六
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
六

白
須
甲
斐
守
政
雍

（
一
）
寛
政
六
・
七
・
二
四
〜
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
六
・
一
〇
・
二
六
〜
寛
政
九
・
四
・
四
（
西
丸
）

（
三
）
寛
政
九
・
四
・
四
〜
文
化
一
三
・
九
・
二
二
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

七
七

高
井
主
膳
正
清
寅

寛
政
七
・
三
・
一
五
〜
文
化
一
四
・
五
・
二
八
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

七
八

北
条
安
房
守
氏
興

（
一
）
寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
寛
政
九
・
四
・
二
一
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
九
・
四
・
二
一
〜
寛
政
九
・
一
〇
・
晦
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

七
九

曽
我
伊
賀
守
助
簉

寛
政
八
・
五
・
二
〇
〜
文
化
六
・
二
・
一
三

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

八
〇

蜷
川
相
模
守
親
文

（
一
）
寛
政
八
・
一
一
・
一
〇
〜
寛
政
九
・
四
・
二
一
（
本
丸
）

（
二
）
寛
政
九
・
四
・
二
一
〜
文
政
一
〇
・
四
・
九
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

八
一

藤
堂
肥
後
守
良
峯

寛
政
九
・
四
・
四
〜
享
和
二
・
四
・
二
五
（
西
丸
）

大
番
頭

卒

八
二

岩
本
内
膳
正
正
利

寛
政
九
・
四
・
一
五
〜
文
化
三
・
八
・
二
四
（
西
丸
）

留
守
居

卒

八
三

松
平
下
野
守
康
道

寛
政
九
・
一
一
・
九
〜
寛
政
一
二
・
一
〇
・
一
六
（
西
丸
）

大
番
頭

卒

八
四

大
久
保
豊
前
守
忠
温

寛
政
一
〇
・
一
〇
・
一
二
〜
文
化
七
・
六
・
一
七

書
院
番
頭

辞

八
五

松
平
但
馬
守
喜
正

寛
政
一
二
・
一
一
・
二
八
〜
文
化
五
・
二
・
三

伏
見
奉
行

卒

八
六

杉
浦
丹
波
守
正
勝
②

享
和
二
・
五
・
一
九
〜
文
化
三
・
六
・
？

駿
府
城
代

卒

八
七

酒
井
因
幡
守
忠
敬

文
化
一
・
三
・
二
四
〜
文
化
一
一
・
六
・
二
四

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

八
八

林
肥
後
守
忠
英

文
化
一
・
一
二
・
一
〜
文
化
八
・
四
・
二
三
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

八
九

菅
沼
伊
賀
守
定
候

（
一
）
文
化
三
・
六
・
八
〜
文
化
七
・
六
・
二
四
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
七
・
六
・
二
四
〜
文
政
一
・
一
一
・
二
一
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

九
〇

永
見
伊
予
守
為
貞

文
化
五
・
二
・
八
〜
文
政
三
・
一
・
二
二

留
守
居

卒

九
一

巨
勢
日
向
守
利
和

（
一
）
文
化
六
・
二
・
二
八
〜
文
化
八
・
五
・
六
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
八
・
五
・
六
〜
文
政
八
・
三
・
二
七
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

九
二

松
平
伊
勢
守
近
言

文
化
六
・
一
一
・
一
二
〜
文
化
一
三
・
一
〇
・
二
二
（
西
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

九
三

佐
野
肥
前
守
義
行

文
化
七
・
六
・
二
四
〜
文
政
一
二
・
一
二
・
四
（
西
丸
）

大
番
頭

卒



一
四

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

九
四

岡
野
淡
路
守
成
知

（
一
）
文
化
八
・
五
・
六
〜
文
化
一
〇
・
一
〇
・
六
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
一
〇
・
一
〇
・
六
〜
文
化
一
一
・
二
・
二
七
（
竹
千
代
）

（
三
）
文
化
一
一
・
二
・
二
七
〜
文
化
一
三
・
一
〇
・
一
（
西
丸
）

（
四
）
文
化
一
三
・
一
〇
・
一
〜
文
化
一
四
・
二
・
二
七
（
本
丸
）

一
橋
家
家
老

卒

九
五

水
野
石
見
守
貞
利

（
一
）
文
化
一
〇
・
三
・
一
五
〜
天
保
七
・
八
・
四
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
八
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
天
保
一
四
・
一
二
・
二
二
（
本
丸
）

書
院
番
頭

辞

九
六

岩
本
内
膳
正
正
論

（
一
）
文
化
一
〇
・
一
二
・
六
〜
文
化
一
一
・
九
・
二
二
（
竹
千
代
）

（
二
）
文
化
一
一
・
九
・
二
二
〜
文
政
四
・
七
・
三
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

九
七

浅
野
中
務
少
輔
長
富

文
化
一
一
・
七
・
二
五
〜
文
化
一
二
・
九
・
二
三
（
竹
千
代
）

駿
府
城
代

卒

九
八

高
木
伊
勢
守
守
富

文
化
一
三
・
一
〇
・
一
二
〜
天
保
五
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

九
九

松
平
筑
後
守
正
名

（
一
）
文
化
一
三
・
一
一
・
一
文
政
七
・
八
・
四
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
文
政
七
・
八
・
四
〜
弘
化
二
・
一
二
・
一
六
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

一
〇
〇

太
田
志
摩
守
資
固

文
化
一
四
・
二
・
二
六
〜
文
政
一
・
一
〇
・
二
七

留
守
居

卒

一
〇
一

土
岐
豊
前
守
朝
旨

文
化
一
四
・
六
・
一
〜
天
保
九
・
六
・
二
一
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
〇
二

森
川
下
総
守
俊
世

文
政
一
・
一
一
・
八
〜
天
保
二
・
一
・
一
六

大
番
頭

辞

一
〇
三

仙
石
丹
波
守
久
貞

文
政
一
・
一
一
・
二
四
〜
天
保
二
・
一
・
一
六

一
橋
家
老

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇
四

松
平
伊
予
守
定
能

（
一
）
文
政
二
・
一
〇
・
一
〜
文
政
三
・
四
・
一
二
（
嘉
千
代
）

（
二
）
文
政
三
・
四
・
一
二
〜
天
保
二
・
七
・
二
七
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
〇
五

小
笠
原
石
見
守
政
明

（
一
）
文
政
二
・
一
〇
・
一
〜
文
政
三
・
四
・
一
二
（
嘉
千
代
）

（
二
）
文
政
三
・
四
・
一
二
〜
天
保
二
・
一
二
・
二
四
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
〇
六

水
野
美
濃
守
忠
篤

文
政
四
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
四
・
一
六
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇
七

松
平
伊
勢
守
康
盛

（
一
）
文
政
四
・
七
・
二
四
〜
文
政
八
・
二
・
二
七
（
西
丸
）

（
二
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
文
政
八
・
二
・
二
七
（
家
定
公
）

（
三
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
）

書
院
番
頭

帝
鑑
之
間
席
、
交
代
寄
合

一
〇
八

平
岡
石
見
守
頼
陽

（
一
）
文
政
五
・
一
・
一
七
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
家
斉
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
弘
化
三
・
一
一
・
二
一
（
家
定
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

一
〇
九

戸
田
土
佐
守
忠
位

文
政
八
・
二
・
一
七
〜
文
政
一
二
・
四
・
四
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
一
〇

牧
野
伊
予
守
成
著

（
一
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
天
保
二
・
一
二
・
二
七
（
家
定
）

（
二
）
天
保
二
・
一
二
・
二
七
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
嘉
永
二
・
九
・
一
四
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

一
一
一

松
平
美
作
守
信
弥

文
政
八
・
四
・
一
五
〜
文
政
八
・
八
・
一
四

駿
府
城
代

卒

一
一
二

白
須
甲
斐
守
政
徳

（
一
）
文
政
八
・
五
・
一
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
九
・
七
・
一
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
九
・
七
・
一
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
九
（
本
丸
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
一
三

酒
井
但
馬
守
忠
宣

文
政
八
・
九
・
一
五
〜
天
保
二
・
一
・
一
六
（
家
定
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
四

五
島
伊
賀
守
運
龍

（
一
）
文
政
九
・
一
一
・
一
二
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
七
・
二
八
（
本
丸
）

大
番
頭

辞

一
一
五

諏
訪
若
狭
守
頼
存

文
政
一
二
・
五
・
三
〜
天
保
三
・
二
・
五
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
一
六

戸
田
美
濃
守
光
弘

文
政
一
二
・
一
一
・
八
〜
天
保
六
・
五
・
四
（
西
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
七

大
久
保
駿
河
守
忠
誨

（
一
）
天
保
二
・
一
・
一
九
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
定
）

（
四
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
文
久
一
・
六
・
一
一
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

辞

一
一
八

池
田
甲
斐
守
長
休

（
一
）
天
保
二
・
二
・
八
〜
天
保
六
・
五
・
二
四
（
家
定
）

（
二
）
天
保
六
・
五
・
二
四
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
家
慶
）

（
三
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
八
・
七
（
本
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
九

本
郷
丹
後
守
泰
固

（
一
）
天
保
二
・
八
・
一
〇
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
家
定
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
安
政
四
・
八
・
二
八
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

一
二
〇

柴
田
出
雲
守
勝
明

天
保
二
・
一
二
・
二
七
〜
天
保
一
二
・
六
・
一
三
（
家
定
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
二
一

松
平
筑
前
守
定
謐

天
保
三
・
三
・
八
〜
天
保
三
・
九
・
一
九
（
西
丸
）

駿
府
城
代

辞

一
二
二

松
平
飛
騨
守
忠
徳

（
一
）
天
保
三
・
九
・
晦
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
弘
化
三
・
一
一
・
二
八
（
本
丸
）

（
三
）
弘
化
三
・
一
一
・
二
八
〜
嘉
永
五
・
四
・
二
一
（
西
丸
御
用
取
次
）

書
院
番
頭

卒

一
二
三

溝
口
備
後
守
直
道

（
一
）
天
保
五
・
四
・
一
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
天
保
八
・
六
・
一
三
（
家
斉
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰



一
五

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

九
四

岡
野
淡
路
守
成
知

（
一
）
文
化
八
・
五
・
六
〜
文
化
一
〇
・
一
〇
・
六
（
西
丸
）

（
二
）
文
化
一
〇
・
一
〇
・
六
〜
文
化
一
一
・
二
・
二
七
（
竹
千
代
）

（
三
）
文
化
一
一
・
二
・
二
七
〜
文
化
一
三
・
一
〇
・
一
（
西
丸
）

（
四
）
文
化
一
三
・
一
〇
・
一
〜
文
化
一
四
・
二
・
二
七
（
本
丸
）

一
橋
家
家
老

卒

九
五

水
野
石
見
守
貞
利

（
一
）
文
化
一
〇
・
三
・
一
五
〜
天
保
七
・
八
・
四
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
八
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
天
保
一
四
・
一
二
・
二
二
（
本
丸
）

書
院
番
頭

辞

九
六

岩
本
内
膳
正
正
論

（
一
）
文
化
一
〇
・
一
二
・
六
〜
文
化
一
一
・
九
・
二
二
（
竹
千
代
）

（
二
）
文
化
一
一
・
九
・
二
二
〜
文
政
四
・
七
・
三
（
西
丸
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

九
七

浅
野
中
務
少
輔
長
富

文
化
一
一
・
七
・
二
五
〜
文
化
一
二
・
九
・
二
三
（
竹
千
代
）

駿
府
城
代

卒

九
八

高
木
伊
勢
守
守
富

文
化
一
三
・
一
〇
・
一
二
〜
天
保
五
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

九
九

松
平
筑
後
守
正
名

（
一
）
文
化
一
三
・
一
一
・
一
文
政
七
・
八
・
四
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
文
政
七
・
八
・
四
〜
弘
化
二
・
一
二
・
一
六
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

一
〇
〇

太
田
志
摩
守
資
固

文
化
一
四
・
二
・
二
六
〜
文
政
一
・
一
〇
・
二
七

留
守
居

卒

一
〇
一

土
岐
豊
前
守
朝
旨

文
化
一
四
・
六
・
一
〜
天
保
九
・
六
・
二
一
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
〇
二

森
川
下
総
守
俊
世

文
政
一
・
一
一
・
八
〜
天
保
二
・
一
・
一
六

大
番
頭

辞

一
〇
三

仙
石
丹
波
守
久
貞

文
政
一
・
一
一
・
二
四
〜
天
保
二
・
一
・
一
六

一
橋
家
老

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇
四

松
平
伊
予
守
定
能

（
一
）
文
政
二
・
一
〇
・
一
〜
文
政
三
・
四
・
一
二
（
嘉
千
代
）

（
二
）
文
政
三
・
四
・
一
二
〜
天
保
二
・
七
・
二
七
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
〇
五

小
笠
原
石
見
守
政
明

（
一
）
文
政
二
・
一
〇
・
一
〜
文
政
三
・
四
・
一
二
（
嘉
千
代
）

（
二
）
文
政
三
・
四
・
一
二
〜
天
保
二
・
一
二
・
二
四
（
西
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
〇
六

水
野
美
濃
守
忠
篤

文
政
四
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
四
・
一
六
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
〇
七

松
平
伊
勢
守
康
盛

（
一
）
文
政
四
・
七
・
二
四
〜
文
政
八
・
二
・
二
七
（
西
丸
）

（
二
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
文
政
八
・
二
・
二
七
（
家
定
公
）

（
三
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
）

書
院
番
頭

帝
鑑
之
間
席
、
交
代
寄
合

一
〇
八

平
岡
石
見
守
頼
陽

（
一
）
文
政
五
・
一
・
一
七
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
家
斉
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
弘
化
三
・
一
一
・
二
一
（
家
定
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

一
〇
九

戸
田
土
佐
守
忠
位

文
政
八
・
二
・
一
七
〜
文
政
一
二
・
四
・
四
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
一
〇

牧
野
伊
予
守
成
著

（
一
）
文
政
八
・
二
・
二
七
〜
天
保
二
・
一
二
・
二
七
（
家
定
）

（
二
）
天
保
二
・
一
二
・
二
七
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
嘉
永
二
・
九
・
一
四
（
本
丸
）

大
番
頭

卒

一
一
一

松
平
美
作
守
信
弥

文
政
八
・
四
・
一
五
〜
文
政
八
・
八
・
一
四

駿
府
城
代

卒

一
一
二

白
須
甲
斐
守
政
徳

（
一
）
文
政
八
・
五
・
一
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
九
・
七
・
一
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
九
・
七
・
一
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
九
（
本
丸
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
一
三

酒
井
但
馬
守
忠
宣

文
政
八
・
九
・
一
五
〜
天
保
二
・
一
・
一
六
（
家
定
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
四

五
島
伊
賀
守
運
龍

（
一
）
文
政
九
・
一
一
・
一
二
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
七
・
二
八
（
本
丸
）

大
番
頭

辞

一
一
五

諏
訪
若
狭
守
頼
存

文
政
一
二
・
五
・
三
〜
天
保
三
・
二
・
五
（
西
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
一
六

戸
田
美
濃
守
光
弘

文
政
一
二
・
一
一
・
八
〜
天
保
六
・
五
・
四
（
西
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
七

大
久
保
駿
河
守
忠
誨

（
一
）
天
保
二
・
一
・
一
九
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
定
）

（
四
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
文
久
一
・
六
・
一
一
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

辞

一
一
八

池
田
甲
斐
守
長
休

（
一
）
天
保
二
・
二
・
八
〜
天
保
六
・
五
・
二
四
（
家
定
）

（
二
）
天
保
六
・
五
・
二
四
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
家
慶
）

（
三
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
八
・
七
（
本
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
一
九

本
郷
丹
後
守
泰
固

（
一
）
天
保
二
・
八
・
一
〇
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
家
定
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
安
政
四
・
八
・
二
八
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

一
二
〇

柴
田
出
雲
守
勝
明

天
保
二
・
一
二
・
二
七
〜
天
保
一
二
・
六
・
一
三
（
家
定
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
二
一

松
平
筑
前
守
定
謐

天
保
三
・
三
・
八
〜
天
保
三
・
九
・
一
九
（
西
丸
）

駿
府
城
代

辞

一
二
二

松
平
飛
騨
守
忠
徳

（
一
）
天
保
三
・
九
・
晦
〜
天
保
七
・
九
・
四
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
弘
化
三
・
一
一
・
二
八
（
本
丸
）

（
三
）
弘
化
三
・
一
一
・
二
八
〜
嘉
永
五
・
四
・
二
一
（
西
丸
御
用
取
次
）

書
院
番
頭

卒

一
二
三

溝
口
備
後
守
直
道

（
一
）
天
保
五
・
四
・
一
〜
天
保
八
・
四
・
二
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
八
・
四
・
二
〜
天
保
八
・
六
・
一
三
（
家
斉
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰



一
六

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

一
二
四

堀
田
伊
勢
守
一
知

（
一
）
天
保
六
・
五
・
二
四
〜
天
保
八
・
六
・
一
三
（
家
定
）

（
二
）
天
保
八
・
六
・
一
三
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
五
・
三
・
二
（
本
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
二
五

岡
部
因
幡
守
長
富

（
一
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
家
斉
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
元
治
一
・
四
・
一
二
（
本
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
二
六

新
見
伊
賀
守
正
路

（
一
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
四
・
二
四
（
家
定
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
一
二
・
四
・
二
四
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
二
七

戸
田
安
房
氏
寧

天
保
八
・
六
・
一
三
〜
天
保
一
〇
・
一
〇
・
一
〇
（
家
定
）

書
院
番
頭

卒

一
二
八

太
田
下
総
守
資
深

天
保
九
・
七
・
一
〜
天
保
一
一
・
三
・
二
八

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
二
九

森
川
下
総
守
俊
朝

（
一
）
天
保
一
〇
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
定
公
）

（
三
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
二
・
二
・
一
四
（
本
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
〇

松
平
但
馬
守
忠
侃

天
保
一
〇
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
一
〇
・
七
（
家
定
）

大
番
頭

卒

一
三
一

小
田
切
土
佐
守
直
照

天
保
一
〇
・
七
・
一
〜
弘
化
四
・
一
〇
・
五
（
家
定
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
二

太
田
隠
岐
守
資
寧

天
保
一
〇
・
一
一
・
五
〜
嘉
永
七
・
九
・
一
九
（
家
定
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
三

岡
野
出
羽
守
知
英

（
一
）
天
保
一
一
・
四
・
二
八
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
八
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
八
（
家
定
付
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
八
〜
弘
化
四
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

一
三
四

杉
浦
出
雲
守
正
義

（
一
）
天
保
一
二
・
七
・
一
〜
天
保
一
二
・
一
二
・
八
（
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
一
二
・
一
二
・
八
〜
天
保
一
三
・
八
・
一
九
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

卒

一
三
五

菅
沼
織
部
正
定
志

（
一
）
弘
化
二
・
六
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
八
（
西
丸
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
八
〜
安
政
二
・
六
・
一
七
（
本
丸
）

駿
府
城
代

帝
鑑
之
間
席
、
交
代
寄
合

一
三
六

竹
本
主
水
正
正
懋

（
一
）
弘
化
二
・
一
二
・
二
五
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
八
（
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
八
〜
安
政
二
・
三
・
二
〇
（
家
定
付
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
三
七

夏
目
左
近
将
監
信
明

（
一
）
弘
化
二
・
一
二
・
一
五
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
六
・
七
・
二
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

一
三
八

小
笠
原
豊
後
守
信
名

弘
化
三
・
三
・
二
八
〜
安
政
六
・
九
・
二
四

駿
府
城
代

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
九

太
田
播
磨
守
資
芳

（
一
）
弘
化
三
・
一
二
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
）

（
二
）
弘
化
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
四
・
五
・
一
六
（
家
定
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
四
〇

石
河
美
濃
守
貞
大

（
一
）
弘
化
四
・
一
〇
・
二
四
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
本
丸
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
三
・
五
・
二
五
（
西
丸
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
一

平
岡
丹
波
守
道
弘

（
一
）
嘉
永
二
・
一
一
・
二
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
五
・
六
・
一
（
家
定
御
用
取
次
）

（
三
）
安
政
五
・
六
・
一
〜
文
久
二
・
八
・
二
四
（
家
茂
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

一
四
二

渡
辺
甲
斐
守
輝
綱

嘉
永
四
・
三
・
一
〇
〜
安
政
三
・
四
・
二
一

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
三

駒
木
根
大
内
記
政
暁

（
一
）
嘉
永
五
・
七
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
三
・
五
・
七
（
家
定
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
四

坪
内
伊
豆
守
保
之
①

（
一
）
安
政
四
・
二
・
九
〜
安
政
五
・
八
・
二

（
二
）
安
政
五
・
八
・
二
〜
元
治
一
・
三
・
一
八
（
御
用
取
次
）

駿
府
城
代

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
五

石
河
土
佐
守
政
平

（
一
）
安
政
四
・
六
・
二
二
〜
安
政
五
・
四
・
一
八

（
二
）
安
政
五
・
四
・
一
八
〜
安
政
五
・
七
・
六
（
御
用
取
次
）

一
橋
家
老
、
留
守
居
次
席

寄
合

一
四
六

平
岡
石
見
守
頼
啓

安
政
四
・
九
・
一
三
〜
安
政
五
・
一
・
二
三
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
四
七

蜷
川
相
模
守
親
宝

安
政
四
・
九
・
一
三
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

一
四
八

佐
野
日
向
守
政
行

（
一
）
安
政
五
・
五
・
六
〜
安
政
五
・
一
一
・
一

（
二
）
安
政
五
・
一
一
・
一
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
留
守
居
兼
帯
）

留
守
居

辞

一
四
九

遠
山
安
芸
守
景
高

安
政
五
・
五
・
六
〜
文
久
二
・
一
二
・
一
八

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
〇

堀
田
土
佐
守
正
路

（
一
）
安
政
五
・
六
・
二
九
〜
安
政
五
・
九
・
二
八
（
家
茂
）

（
二
）
安
政
五
・
九
・
二
八
〜
文
久
二
・
七
・
二
四
（
本
丸
）

留
守
居

辞

一
五
一

大
久
保
因
幡
守
忠
豊

（
一
）
安
政
五
・
六
・
二
五
〜
安
政
五
・
九
・
二
八
（
家
茂
）

（
二
）
安
政
五
・
九
・
二
八
〜
文
久
二
・
五
・
二
八
（
本
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
二

室
賀
美
作
守
正
発

安
政
六
・
二
・
二
四
〜
文
久
三
・
六
・
二
〇

駿
府
城
代

辞

一
五
三

小
笠
原
加
賀
守
長
穀

安
政
六
・
一
一
・
二
四
〜
元
治
一
・
九
・
二
八

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰
↓
留
守
居
↓
寄
合

一
五
四

薬
師
寺
筑
前
守
元
眞

安
政
六
・
一
一
・
二
四
〜
万
延
一
・
三
・
五
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
五

久
貝
因
幡
守
正
典

万
延
一
・
八
・
一
二
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
御
用
取
次
）

大
目
付

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
六

池
田
甲
斐
守
長
顯

文
久
一
・
六
・
二
一
〜
文
久
二
・
六
・
一
四

御
側
格

卒



一
七

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

一
二
四

堀
田
伊
勢
守
一
知

（
一
）
天
保
六
・
五
・
二
四
〜
天
保
八
・
六
・
一
三
（
家
定
）

（
二
）
天
保
八
・
六
・
一
三
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
西
丸
）

（
三
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
五
・
三
・
二
（
本
丸
）

駿
府
城
代

卒

一
二
五

岡
部
因
幡
守
長
富

（
一
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
家
斉
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
元
治
一
・
四
・
一
二
（
本
丸
）

西
丸
書
院
番
頭

卒

一
二
六

新
見
伊
賀
守
正
路

（
一
）
天
保
七
・
九
・
四
〜
天
保
一
二
・
四
・
二
四
（
家
定
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
一
二
・
四
・
二
四
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
二
七

戸
田
安
房
氏
寧

天
保
八
・
六
・
一
三
〜
天
保
一
〇
・
一
〇
・
一
〇
（
家
定
）

書
院
番
頭

卒

一
二
八

太
田
下
総
守
資
深

天
保
九
・
七
・
一
〜
天
保
一
一
・
三
・
二
八

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
二
九

森
川
下
総
守
俊
朝

（
一
）
天
保
一
〇
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
三
（
本
丸
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
三
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
定
公
）

（
三
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
二
・
二
・
一
四
（
本
丸
）

書
院
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
〇

松
平
但
馬
守
忠
侃

天
保
一
〇
・
五
・
二
四
〜
天
保
一
二
・
一
〇
・
七
（
家
定
）

大
番
頭

卒

一
三
一

小
田
切
土
佐
守
直
照

天
保
一
〇
・
七
・
一
〜
弘
化
四
・
一
〇
・
五
（
家
定
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
二

太
田
隠
岐
守
資
寧

天
保
一
〇
・
一
一
・
五
〜
嘉
永
七
・
九
・
一
九
（
家
定
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
三

岡
野
出
羽
守
知
英

（
一
）
天
保
一
一
・
四
・
二
八
〜
天
保
一
二
・
三
・
二
八
（
西
丸
）

（
二
）
天
保
一
二
・
三
・
二
八
〜
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
八
（
家
定
付
御
用
取
次
）

（
三
）
天
保
一
四
・
一
〇
・
二
八
〜
弘
化
四
・
四
・
一
八
（
本
丸
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

辞

一
三
四

杉
浦
出
雲
守
正
義

（
一
）
天
保
一
二
・
七
・
一
〜
天
保
一
二
・
一
二
・
八
（
御
用
取
次
）

（
二
）
天
保
一
二
・
一
二
・
八
〜
天
保
一
三
・
八
・
一
九
（
本
丸
）

小
姓
組
番
頭

卒

一
三
五

菅
沼
織
部
正
定
志

（
一
）
弘
化
二
・
六
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
八
（
西
丸
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
八
〜
安
政
二
・
六
・
一
七
（
本
丸
）

駿
府
城
代

帝
鑑
之
間
席
、
交
代
寄
合

一
三
六

竹
本
主
水
正
正
懋

（
一
）
弘
化
二
・
一
二
・
二
五
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
八
（
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
八
〜
安
政
二
・
三
・
二
〇
（
家
定
付
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
三
七

夏
目
左
近
将
監
信
明

（
一
）
弘
化
二
・
一
二
・
一
五
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
西
丸
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
六
・
七
・
二
四
（
本
丸
御
用
取
次
）

西
丸
小
姓
組
番
頭
格

卒

一
三
八

小
笠
原
豊
後
守
信
名

弘
化
三
・
三
・
二
八
〜
安
政
六
・
九
・
二
四

駿
府
城
代

菊
之
間
縁
頬
詰

一
三
九

太
田
播
磨
守
資
芳

（
一
）
弘
化
三
・
一
二
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
）

（
二
）
弘
化
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
四
・
五
・
一
六
（
家
定
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
四
〇

石
河
美
濃
守
貞
大

（
一
）
弘
化
四
・
一
〇
・
二
四
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
本
丸
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
三
・
五
・
二
五
（
西
丸
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
一

平
岡
丹
波
守
道
弘

（
一
）
嘉
永
二
・
一
一
・
二
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
御
用
取
次
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
五
・
六
・
一
（
家
定
御
用
取
次
）

（
三
）
安
政
五
・
六
・
一
〜
文
久
二
・
八
・
二
四
（
家
茂
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

若
年
寄

一
四
二

渡
辺
甲
斐
守
輝
綱

嘉
永
四
・
三
・
一
〇
〜
安
政
三
・
四
・
二
一

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
三

駒
木
根
大
内
記
政
暁

（
一
）
嘉
永
五
・
七
・
八
〜
嘉
永
六
・
九
・
一
五
（
家
慶
）

（
二
）
嘉
永
六
・
九
・
一
五
〜
安
政
三
・
五
・
七
（
家
定
）

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
四

坪
内
伊
豆
守
保
之
①

（
一
）
安
政
四
・
二
・
九
〜
安
政
五
・
八
・
二

（
二
）
安
政
五
・
八
・
二
〜
元
治
一
・
三
・
一
八
（
御
用
取
次
）

駿
府
城
代

菊
之
間
縁
頬
詰

一
四
五

石
河
土
佐
守
政
平

（
一
）
安
政
四
・
六
・
二
二
〜
安
政
五
・
四
・
一
八

（
二
）
安
政
五
・
四
・
一
八
〜
安
政
五
・
七
・
六
（
御
用
取
次
）

一
橋
家
老
、
留
守
居
次
席

寄
合

一
四
六

平
岡
石
見
守
頼
啓

安
政
四
・
九
・
一
三
〜
安
政
五
・
一
・
二
三
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

卒

一
四
七

蜷
川
相
模
守
親
宝

安
政
四
・
九
・
一
三
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

辞

一
四
八

佐
野
日
向
守
政
行

（
一
）
安
政
五
・
五
・
六
〜
安
政
五
・
一
一
・
一

（
二
）
安
政
五
・
一
一
・
一
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
留
守
居
兼
帯
）

留
守
居

辞

一
四
九

遠
山
安
芸
守
景
高

安
政
五
・
五
・
六
〜
文
久
二
・
一
二
・
一
八

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
〇

堀
田
土
佐
守
正
路

（
一
）
安
政
五
・
六
・
二
九
〜
安
政
五
・
九
・
二
八
（
家
茂
）

（
二
）
安
政
五
・
九
・
二
八
〜
文
久
二
・
七
・
二
四
（
本
丸
）

留
守
居

辞

一
五
一

大
久
保
因
幡
守
忠
豊

（
一
）
安
政
五
・
六
・
二
五
〜
安
政
五
・
九
・
二
八
（
家
茂
）

（
二
）
安
政
五
・
九
・
二
八
〜
文
久
二
・
五
・
二
八
（
本
丸
）

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
二

室
賀
美
作
守
正
発

安
政
六
・
二
・
二
四
〜
文
久
三
・
六
・
二
〇

駿
府
城
代

辞

一
五
三

小
笠
原
加
賀
守
長
穀

安
政
六
・
一
一
・
二
四
〜
元
治
一
・
九
・
二
八

大
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰
↓
留
守
居
↓
寄
合

一
五
四

薬
師
寺
筑
前
守
元
眞

安
政
六
・
一
一
・
二
四
〜
万
延
一
・
三
・
五
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
五

久
貝
因
幡
守
正
典

万
延
一
・
八
・
一
二
〜
文
久
二
・
一
一
・
一
五
（
御
用
取
次
）

大
目
付

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
六

池
田
甲
斐
守
長
顯

文
久
一
・
六
・
二
一
〜
文
久
二
・
六
・
一
四

御
側
格

卒



一
八

近
世
中
後
期
江
戸
幕
府
側
衆
の
再
検
討
（
小
林
）

№

姓　
　

名

就
任
期
間

前　
　

職

後　
　

職

一
五
七

村
松
備
中
守
武
義
①

（
一
）
文
久
二
・
六
・
一
四
〜
文
久
二
・
六
・
晦

（
二
）
文
久
二
・
六
・
晦
〜
文
久
三
・
一
二
・
一
八
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
八

新
見
伊
勢
守
正
興

文
久
二
・
六
・
晦
〜
元
治
一
・
九
・
二
八

外
国
奉
行

菊
之
間
縁
頬
詰

一
五
九

大
久
保
越
中
守
忠
寛

文
久
二
・
七
・
三
〜
文
久
二
・
一
一
・
五
（
御
用
取
次
）

大
目
付
兼
外
国
奉
行

講
武
所
奉
行

一
六
〇

跡
部
伊
賀
守
良
弼

（
一
）
文
久
二
・
八
・
二
四
〜
文
久
三
・
七
・
一
二
（
留
守
居
兼
帯
）

（
二
）
文
久
三
・
七
・
一
二
〜
元
治
一
・
六
・
二
三
（
御
用
取
次
）

留
守
居
過
人

菊
之
間
縁
頬
詰
↓
留
守
居
↓
御
側

格
↓
若
年
寄
↓
菊
之
間
縁
頬
詰

一
六
一

土
岐
下
野
守
朝
昌

（
一
）
文
久
三
．
一
・
二
〇
〜
文
久
三
・
七
・
一
二

（
二
）
文
久
三
・
七
・
一
二
〜
元
治
一
・
六
・
二
三
（
御
用
取
次
）

書
院
番
頭

　

一
六
二

酒
井
肥
前
守
忠
禮

文
久
三
・
七
・
一
〜
慶
応
二
・
三
・
一
一

留
守
居

寄
合

一
六
三

酒
井
但
馬
守
忠
行

文
久
三
・
七
・
一
二
〜
慶
応
一
・
四
・
八

大
目
付

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六
四

久
永
石
見
守
章
譽
①

文
久
三
・
九
・
一
〇
〜
元
治
一
・
九
・
一
〇

留
守
居

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六
五

竹
本
隼
人
正
正
明

元
治
一
・
七
・
二
〜
慶
応
一
・
一
〇
・
九
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六
六

酒
井
壱
岐
守
忠
攩

元
治
一
・
七
・
二
一
〜
慶
応
二
・
一
〇
・
二
四

駿
府
城
代

菊
之
間
縁
頬
詰

一
六
七

坪
内
伊
豆
守
保
之
②

元
治
一
・
八
・
六
〜
慶
応
四
・
三
・
五
（
御
用
取
次
）

駿
府
城
代

辞

一
六
八

大
沢
壱
岐
守
乗
哲

元
治
一
・
八
・
六
〜
慶
応
二
・
一
一
・
一
二

留
守
居

辞

一
六
九

久
永
石
見
守
章
譽
②

元
治
一
・
九
・
二
八
〜
慶
応
二
・
一
〇
・
二
四

菊
之
間
縁
頬
詰

菊
之
間
縁
頬
詰

一
七
〇

村
松
出
羽
守
武
義
②

元
治
二
・
四
・
一
五
〜
慶
応
二
・
一
一
・
四
（
御
用
取
次
）

菊
之
間
縁
頬
詰

辞

一
七
一

赤
松
左
衛
門
尉
範
忠

（
一
）
慶
応
一
・
四
・
二
四
〜
慶
応
二
・
一
一
・
一
七

（
二
）
慶
応
二
・
一
一
・
一
七
〜
慶
応
四
・
三
・
？
（
御
用
取
次
）

講
武
所
奉
行

辞

一
七
二

朝
倉
播
磨
守
俊
徳

慶
応
一
・
一
〇
・
九
〜
慶
応
二
・
一
〇
・
二
四
（
御
用
取
次
）

小
姓
組
番
頭
格

田
安
家
老
↓
留
守
居
↓
勤
仕
並
寄

合
↓
留
守
居

一
七
三

室
賀
伊
予
守
正
容

慶
応
二
・
六
・
二
三
〜
慶
応
四
・
二
・
九
（
御
用
取
次
）

大
目
付

寄
合

一
七
四

服
部
筑
前
守
常
純

慶
応
四
・
一
・
二
八
〜
慶
応
四
・
二
・
一
二

海
軍
奉
行
並

若
年
寄

※ 

こ
の
表
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
『
柳
営
補
任
』（
東
京
大
学
出
版
会
）
の
就
任
者
の
情
報
を
、
③
国
立
公
文
書
館
所
蔵
「
柳
営
日
次
記
」、
④
東
京
国
立
博
物
館
「
御
日
記
」、
に
よ

り
校
訂
し
、
作
成
し
た
。


